
   市街地整備に係る活動費補助要綱 

（総則） 

第１条 既成市街地の整備促進又は再開発の事業化を図るため、当該市街地の

地区内の居住者、事業者及び土地又は家屋の所有者（以下「地域住民等」と

いう。）が組織した団体の活動に要する費用に係る補助については、補助金

等交付規則（昭和47年横須賀市規則第33号）に定めがあるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

（対象団体） 

第２条 補助金の交付を受けることができる団体は、次のいずれかに該当する

団体とする。 

 (１ ) 既存市街地（面積が  2,000平方メートル以上の区域に限る。）におい 

  て、当該市街地の土地利用、建物の活用等について検討し、自ら市街地整 

備事業（区画整理、まちづくり協定の締結等の市街地の整備に係る事業を 

いう。以下次号において同じ。）を推進しようとする地域住民等10人以上 

（都市再開発法（昭和44年法律第38号）による市街地再開発事業の事業化 

を目的として設立された団体の場合は、対象区域内の土地の所有権又は借 

地権を有する者５人以上）で構成する団体 

 (２ ) 都市再開発法（昭和 44年法律第 38号）に基づく制度その他の制度によ 

  り 、 市 街 地 整 備 事 業 又 は 再 開 発 事 業 （ 以 下 「 市 街 地 整 備 事 業 等 」 と い

う。）に係る費用に対し、国の補助が見込まれる事業が行える土地の区域

面積を有する地区において、当該地区内の土地について所有権又は借地権

を有する者の過半数で構成する団体 

（補助の対象） 

第３条 補助の対象となる事業は、前条に規定する団体が自主的に行う市街地

整備事業等の事業化に向けた集会、研究会等の活動（以下「具体的活動」と

いう。）とする。 

（補助金額） 

第４条 補助金の額は、予算の範囲内で次に掲げる基準により交付する。 

 (１ ) 具体的活動が５回以上10回未満 ５万円 

 (２ ) 具体的活動が10回以上 10万円 

（交付申請） 

第５条 規則第４条第３号に規定するその他参考となる書類は、次に掲げるも

のとする。 

 (１ ) 構成員名簿 



 (２ ) 規約又は会則 

（実績報告） 

第６条 規則第10条に規定する市長の定める書類は、次に掲げるものとする。 

 (１ ) 事業報告書 

 (２ ) 収支報告書 

   附  則  

 この要綱は、平成17年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成26年 10月１日から施行する。 

 


